
平
成
１７
年
４
月
１
日
利
用
分
か
ら
利
用
区
分
な
ど
を
改
正

屋屋屋屋
内内内内
体体体体
育育育育
施施施施
設設設設
がががが
利利利利
用用用用
しししし
やややや
すすすす
くくくく
なななな
りりりり
まままま
すすすす

近
年
、ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
親
し
む
皆
さ
ん
が
増
え
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、よ
り

多
く
の
皆
さ
ん
に
屋
内
体
育
施
設
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、平
成
１７
年
４
月
１
日
利
用

分
か
ら
次
の
と
お
り
利
用
区
分
な
ど
を
改
正
し
ま
す
。改
正
の
対
象
と
な
る
施
設
は
、市
民
総
合

体
育
館
・
狭
山
台
体
育
館
・
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
・
サ
ン
パ
ー
ク
奥
富
の
４
施
設
で
す
。

�����
■利用区分の改正
屋内体育施設の利用区分を、午前・午後・夜間の３区分から２時

間単位の利用区分に見直します。

■休館日の削減
現在各施設は、おおむね毎週１回、月曜日が休館ですが、休館日
を減らし、利用できる日を増やします。なお、サンパーク奥富の
み今までどおりです。

■開館時間の延長
現在は９時から２１時までが開館時間ですが、２２時まで延長し、

施設の有効活用を図ります。なお、サンパーク奥富は浴場の利用
時間に合わせ、今までどおり２１時で閉館します。

■面貸し区分の改正
市民総合体育館のアリーナ貸し出しを、現在の全面・３分の２

面・３分の１面の面貸し区分から、最少の面貸し区分を新たに６分
の１面（３分の１面の半分）までとし、使用料の軽減を図り、利用し
やすくします。

■使用料の改正
これまでの使用料は、午前から夜間になるにつれ割増しにな

っていましたが、平準化し２時間の使用料を同額とします。開館
当初から見直しを行っていなかった使用料を見直したことによ
り、若干の負担増をお願いするものです。

市
民民
総総
合合
体体
育育
館館

◆
利
用
時
間
・
区
分

９
時・
１１
時・１３
時・

１５
時
・
１８
時
・
２０
時

か
ら
始
ま
る
２
時

間
単
位
に
改
正

◆
面
貸
し
区
分

ア
リ
ー
ナ
の
１
／
３
面
が
３
面
あ

る
う
ち
１
面
を
半
分
の
１
／
６
面

と
し
て
貸
し
出
し

◆
休
館
日

毎
月
第
１
・
３
月
曜
日
に
改
正

◆
利
用
者
の
構
成

一
般
・
高
校
生
以
下
に
改
正

◆
使
用
料

表
１
の
と
お
り

問
合
せ
市
民
総
合
体
育
館
�
２

９
５
２
‐
０
５
１
１
か
公
園
管
理

事
務
所
�
２
９
５
３
‐
５
１
１
１

か
体
育
課
へ
内
線
５
７
１
１

毎毎日日多多くくのの皆皆ささんんがが元元気気にに汗汗をを流流ししてていいまますす
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市民民総総合合体体育育館館とと狭山台台体体育育館館
公公共施設設予予約約管管理理シシスステテムムにによよるる
抽抽選選申申しし込込みみはは、従来来のの４４利利用用単単
位位かからら５５利利用用単単位位にに増増ええまますす。（同同
一一日日のの連続続ししたた利利用用単単位位のの申申しし込込
みみはは、１１利利用用単単位位とと数数ええまますす）

市民総合体育館 （表１）

狭
山
台台
体体
育育
館館

◆
利
用
時
間
・
区
分９

時
・
１１
時
・
１３

時・１５
時・１８
時・

２０
時
か
ら
始
ま

る
２
時
間
単
位

に
改
正

◆
休
館
日

毎
月
第
２
・
４
月
曜
日
に
改
正

◆
利
用
者
の
構
成

一
般
・
高
校
生
以
下
に
改
正

◆
使
用
料

表
２
の
と
お
り

問
合
せ
狭
山
台
体
育
館
�
２
９

５
８
‐
１
２
０
１
か
体
育
課
へ
内

線
５
７
１
１

サ
ン
パ
ー
ク
奥
富富

◆
多
目
的
ホ
ー
ル
の
利
用
区
分

劇
場
利
用（
舞
台

装
置
・
音
響
装
置

な
ど
を
利
用
す
る

も
の
）と
ス
ポ
ー

ツ
利
用
に
区
分
。

※
ス
ポ
ー
ツ
利
用
時
の
み
の
利
用

時
間
と
使
用
料
を
改
正

◆
多
目
的
ホ
ー
ル
の
利
用
時
間
・
区
分

９
時
・
１１
時
・
１３
時
・
１５
時
・
１７
時
・

１９
時
か
ら
の
２
時
間
単
位
に
改
正

◆
使
用
料（
２
時
間
）

１
千
２
０
０
円

問
合
せ
サ
ン
パ
ー
ク
奥
富
へ
�

２
９
６
９
‐
３
８
０
９

農
村村
環環
境
改
善善
セ
ン
タ
ーー

◆
休
館
日

毎
月
第
１
・
３

火
曜
日
に
改
正

◆
多
目
的
ホ
ー
ル

の
利
用
時
間
・
区
分

９
時
・
１１
時
・
１３

時・１５
時・１８
時・

２０
時
か
ら
始
ま
る
２
時
間
単
位
に

改
正

◆
多
目
的
ホ
ー
ル
の
使
用
料（
２
時
間
）

▼
団
体
利
用
…
１
千
４
０
０
円
▼

個
人
利
用
…
利
用
者
一
人
に
つ
き

一
般
２
０
０
円
、高
校
生
以
下
１

０
０
円

◆
多
目
的
ホ
ー
ル
以
外
の
利
用
時

間
・
区
分

▼
午
前
…
９
時
〜
１２
時
３０
分
▼
午

後
…
１３
時
〜
１７
時
▼
夜
間
…
１８
〜

２２
時

◆
使
用
料

表
３
の
と
お
り

問
合
せ
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー
へ
�
２
９
５
８
‐
０
５
９
５

狭山台体育館 （表２）

農村環境改善センター （表３）

施設の名称

会議室
食品加工料理実習室

生活改善実習室

農事研修室

３０畳
１５畳
大
小

利用区分
午前
１，２００円
１，７５０円
１，４５０円
７５０円

１，４５０円
７５０円

午後
１，４００円
２，０００円
１，６５０円
８５０円

１，６５０円
８５０円

夜間
１，４００円
２，０００円
１，６５０円
８５０円
１，６５０円
８５０円

利用単位

９時～１１時
１１時～１３時
１３時～１５時
１５時～１７時
１８時～２０時
２０時～２２時

使用料
７５０円

１，５００円
３５０円
７５０円
５５０円
２５０円
３５０円

利用者の構成

一 般

高校生以下

一 般
高校生以下

会議室

施設の名称
１／２面
全面
１／２面
全面

小体育室

アリーナ

利用単位

９時～１１時

１１時～１３時

１３時～１５時

１５時～１７時

１８時～２０時

２０時～２２時

使用料
８５０円

１，７００円
３，４５０円
５，１５０円
４００円
８５０円

１，７００円
２，５５０円
１，１５０円
５５０円

１，１５０円
５５０円

１，７００円
８５０円

１，７００円
８５０円

１，１５０円
５５０円
５５０円
５５０円

１，１５０円

利用者の構成

一 般

高校生以下

一 般
高校生以下
一 般
高校生以下
一 般
高校生以下
一 般
高校生以下
一 般
高校生以下

大会議室
研修室
会議室

施設の名称
１／６面
１／３面
２／３面
全面
１／６面
１／３面
２／３面
全面

卓球室

トレーニング室
兼体力測定室

柔道場

剣道場

弓道場

アリーナ

※市民総合体育館の新利用区分・使用料は、平成１７年４月
１日利用分（２月１日抽選申し込み）から適用

※狭山台体育館の新利用区分・使用料は、平成１７年４月１
日利用分（２月２１日抽選申し込み）から適用

広報さやま ２００４．１２．１０号
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